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都道府県・
市区町村名 補助制度の名称 補助対象（車両・燃料供給施設等） 補助対象者 補助率・補助限度額等

北海道 札幌市

札幌市次世代自動車購入
等補助制度

新品として年度内に購入される
もので、市内で使用される以下
の設備
①次世代自動車
・事業者が自らの事業に４年間以
上使用する電気自動車、プラグ
インハイブリッド自動車、ハイ
ブリッド自動車、天然ガス自動
車
・市民が 5 年間以上使用する電
気自動車
②燃料供給設備
・一般利用可能なものとして事業
者が設置し８年以上使用する、
次世代自動車用の充電設備又は
天然ガス充電設備

・市内で１年以上同一事業を営む
事業者（個人事業主を含む）
・市民
・上記事業者または市民に次世代
自動車をリースする自動車リース
事業者
※使用者は市税の滞納のない者に
限る

①国等が公示する一般車種との
差額の 1/10
　なお、平成 11 年度以前に初
度登録車を年度内に抹消登録す
る場合、補助額の 1/2 を追加
②本体購入価格の 1/3
※①、②とも補助金上限額 30
万円

札 幌 市 ア イ ド リ ン グ ス
トップ装置等購入補助制
度

・使用の本拠位置が市内で、事業
用に２年以上使用するアイドリ
ングストップ装置、又は事業用
に 4 年以上使用する機能内蔵自
動車の購入

・市内で 1 年以上同一事業を営む
事業者（個人事業主を含む）
※使用者は市税の滞納のない者に
限る

限度額 1 万円（平成 11 年度以
前に初度登録を受けた自動車を
年度内に抹消登録する場合は、1
万円を追加補助）

青森県 七戸町

七 戸 町 ク リ ー ン エ ネ ル
ギー促進事業費補助金

電気自動車（EV）、プラグ・イン・
ハイブリッド車（PHV）の購入・
リース（新規登録車両に限る。）

町民（１年以上住所を有する者）、
町内に事業所又は事務所を有する
事業者

【補助率】車両本体価格（税抜）
の 1/10 以内

【限度額】10 万円
七 戸 町 ク リ ー ン エ ネ ル
ギー促進事業費補助金

EV・PHV 家 庭 用 充 電 設 備
（200V で利用者に無償提供する
ものに限る。）

町内に事業所又は事務所を有する
事業者

【補助率】設置費用（税抜）の
4/5 以内

【限度額】10 万円

岩手県

葛巻町

エコ・エネ総合対策事業
費補助金

電気自動車、プラグインハイブ
リット自動車、ハイブリット自
動車、燃料電池自動車の購入費
用

町内に住所を有する個人又は団体
若しくは法人

車両本体価格の 1/20 以内（上
限：5 万円）
※千円未満の端数は切り捨て

岩手町
電気自動車普及促進事業
費補助金

電気自動車 町民または町内事業者 車両本体価格（税抜）の 5％、
上限 10 万円 ( 町共通商品券に
よる交付 )

宮城県

仙台市

仙台市低床バス車両等導
入事業補助金

○環境対応車（CNG バス、優良
ハイブリッドバス）の導入

市内を運行するバス路線を有する
一般乗合旅客自動車運送事業者

次のいずれか少ない額で、かつ
国庫補助額を限度とし、市長が
定める額。
・環境対応車導入経費の 1/4
・通常価格との差額の 1/3

大衡村
万葉クリーンエネルギー
カー導入促進事業補助金

ハイブリッド車、プラグインハ
イブリッド車、電気自動車

新車を登録する時点において 1
年以上継続して大衡村に住所を有
する個人

1 台あたり 5 万円
※申請は 1 人 1 台まで

福島県
福島県電気自動車用急速
充電器設置補助事業

県推進ビジョンに適合したＥＶ
用急速充電器の設置

市町村、法人 設置費用から国庫補助を差し引
いた額の１／２
補助限度額 750 千円

茨城県

つくば市

クリーンエネルギー自動
車購入補助金

ＥＶ・ＰＨＶ：
①（一社）次世代自動車進行セ
ンターが補助対象に認定してい
る普通車，小型車，軽４輪車で
あること。
②初度登録（未登録）車両であ
ること。
③改造車でないこと
④リース車両ではないこと
⑤購入者と車両所有者・使用者
が同じであること（ローン購入
は除く）
⑥自家用であること

つくば市民（個人） EV:100,000 円／台　ＰＨＶ：
50,000 円／台

クリーンエネルギー機器
設置事業補助金

Ｖ２Ｈシステム：
①（一社）次世代自動車進行セ
ンターが補助対象に認定してい
る充電器のうち，ＥＶ等が蓄電
している電力を住宅用電源とし
て利用できるものであること。
②未使用品（新品）であること。

つくば市民（個人） 100,000 円 / 台

神栖市

電気自動車普及促進事業
補助金

電気自動車の購入・リース（3
年以上）
電気自動車用急速充電設備の購
入・リース（5 年以上）

市内に使用の本拠を置く市民・事
業者

電気自動車：補助対象経費の 1
／ 5（上限 40 万円）
電気自動車用急速充電設備：補
助対象経費の 1 ／ 5（上限 75
万円）

栃木県

栃木県電気自動車等充電
設備設置事業費補助金

①急速充電設備の設置・リース
②普通充電設備（スタンド型の
み）の設置・リース

①道の駅に設置する市町村その他
知事が適当と認める者
②日光市、那須塩原市及び那須町
等で宿泊施設、観光施設等を営む
法人その他知事が適当と認める者

〔補助率〕
　1 ／ 3 以内

〔上限額〕
　① 100 万円
　② 20 万円

●補助制度

■■低公害車導入のための支援（地方公共団体）■■■
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栃木県

栃木県電気自動車等導入
事業費補助金

電気自動車、プラグインハイブ
リッド自動車の導入・リース

電気自動車、プラグインハイブ
リッド自動車を導入する、日光市、
那須塩原市及び那須町内に事業所
を有するタクシー、レンタカー事
業者

〔補助額〕
　販売額から国庫補助額を控除
した額と、一般車との差額

〔上限額〕
　85 万円

栃木県

足利市

足利市電気自動車購入費
補助金

四輪自家用電気自動車の購入
（リースは対象外）

市民 10 万円／台

足利市急速充電設備設置
費補助金

急速充電器の設置 市内の大規模小売店舗 〔補助率〕
　設置費用から国等の補助金額
を差し引いた額の 1/3 以内

〔上限額〕
　100 万円

佐野市 佐野市電気自動車購入支
援補助金

電気自動車の購入・リース 市民 5 万円／台

日光市

日光市公開用電気自動車
等充電設備設置費補助金

①急速充電器の設置
②普通充電器の設置
※不特定多数の者が一般に利用
することが可能なもの

市内に事業所を有し、1 年以上業
務を継続している法人または個人

①本体価格及び設置工事費の合
計額（税抜）の 1/6　上限 50
万円
②本体価格及び設置工事費の合
計額（税抜）の 1/4　上限 10
万円

日光市住宅用電気自動車
充電設備設置費補助金

電気自動車等に充電するための
充電設備（充電ｺﾝｾﾝﾄ等）で、入
力電力が 200V の充電設備の新
たな設置

市内に住所を有する個人・法人で
EV・PHV を新たに取得又はﾘｰｽ
し、自らの使用のために設置する
者で、市税及び公共料金の滞納が
ない者

本体価格及び設置工事費の合計
（税抜）から他の補助金等を控除
した額の 1/2　上限 5 万円

小山市

小 山 市 ク リ ー ン エ ネ ル
ギー自動車購入費補助金

電気自動車・プラグインハイブ
リット自動車・クリーンディー
ゼル自動車のいずれかで、市内
の事業所から自家用を目的とし
て購入した新車

市内で、市税を滞納していない者 電気自動車 3 万円、それ以外は
2 万円

群馬県 明和町
明和町低公害車購入費補
助金

電気自動車、天然ガス自動車、
メタノール自動車、ハイブリッ
ド自動車

自ら使用するために購入する個人 １台につき、車両本体価格の 2
パーセントに相当する額（5 万
円を限度）

埼玉県

次世代自動車普及促進対
策補助

天然ガスやハイブリットのト
ラック及びバスの導入

事業者等 【補助率】
CNG 新車導入－通常車両との差
額の１/2
ＨＶ新車導入－通常車両との差
額の 1/4
CNG 改造－改造費用の 1/3

【上限額】
CNG 車 －（4t 未 満 ）40 万 円
　(4t 超 )80 万円
ＨＶ車－（4t 未満）20 万円　(4t
超 )40 万円
CNG 改 造 －（4t 未 満 ）30 万
円　(4t 超 )60 万円

埼玉県 さいたま市

さいたま市低公害車普及
促進対策補助金

①天然ガス自動車の導入（含改
造）
②優良ハイブリッドバス ( 定員
11 人以上 )・トラック ( 車両総
重量 3.5t 超 ) ※緑ナンバーのみ

市内に使用の本拠を置く補助対象
車両を導入する者

【補助対象経費】
補助対象車両の本体価格と通常
車両本体価格との差額（CNG の
改造にかかる必要経費）

【上限額】
①補助対象経費の 1/4（幼稚園
バスは 1/2）以内
②バス：40 万円
トラック：（最大積載量 4t 以上）：
40 万円
トラック：（最大積載量 4t 未満）：
20 万円

さいたま市電気自動車等
普及促進対策補助金

①四輪車以上の電気自動車で、
搭載している電池がリチウムイ
オン電池であり、かつ、電気自
動車用急速充電器の利用が可能
なもの
②四輪車以上のプラグインハイ
ブリッド自動車で、搭載する電
池がリチウムイオン電池である
もの

・市内に使用の本拠を置くこと
・市内に住所を有する個人、さい
たま市内に事務所又は事業所を有
する法人、もしくはこれらの個人
又は法人へ補助対象車両のリース
を行うリース事業者

①電気自動車：10 万円
②プラグインハイブリッド自動
車：7 万円

さいたま市電気自動車充
電施設整備補助金

①一般社団法人次世代自動車振
興センターが、次世代自動車充
電インフラ整備促進事業補助金
の補助対象機種として指定する
充電器
②不特定多数の者が利用できる
こと

市内の事務所又は事業所におい
て、不特定多数の者が利用できる
よう急速充電器又は普通充電器を
設置した法人又は個人事業者、も
しくはこれらの法人又は個人事業
者へ補助対象機種のリースを行う
リース事業者

【補助率】
本体価格の 1/2

【限度額】
急速充電器　100 万円
普通充電器　20 万円
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熊谷市

熊谷市低公害・低燃費軽
自動車導入奨励事業補助
金

平成 24 年 4 月 2 日～平成 25
年 4 月 1 日に新車登録をし、平
成 25 年度熊谷市軽自動車税の
対象となる（1）～（4）いずれ
かの軽自動車　※自動車販売業
者等が有する販売用自動車は除
く。

（1）電気自動車
（2）天然ガス自動車
（3）ハイブリッド自動車
（4）低公害・低燃費車
　「平成 17 年以降の排出ガス基
準より 75％以上軽減車（★★★
★）」のうち次のいずれかに該当
する軽自動車
　 ア． 平 成 22 年 度 燃 費 基 準
25％向上達成車以上
　イ．平成 27 年度燃費基準達
成車以上

対象軽自動車の平成 25 年度熊谷
市軽自動車税を完納した納税義務
者で、申請時点において継続して
対象軽自動車を所有又は使用して
おり、熊谷市税等を完納している
方

対象軽自動車 1 台につき、それ
にかかる平成 25 年度熊谷市軽
自動車税納付済額。なお、対象
者一人（一法人）につき 10 台
分を限度。

行田市 行田市電気自動車等導入
補助金

電気自動車（EV）、プラグイン
ハイブリッド自動車（PHV）

市民、市内に本社、支社又は事業
所を有する法人

【補助額】　一律 10 万円

所沢市

所沢市温暖化防止活動奨
励品

次世代自動車（電気自動車、ガ
ソリンハイブリット自動車、プ
ラグインハイブリット自動車、
ディーゼルハイブリット自動車、
ディーゼル代替天然ガス自動車、
クリーンディーゼル自動車、燃
料電池自動車）を購入し、継続
して使用

①申請時に、所沢市の住民基本台
帳に記録されていること
②申請時に、市税を滞納していた
ないこと
③同一世帯の者が、同一年度内に
おいて、奨励品の交付を受けてい
ないこと

所沢市の特産品 7,500 円相当
（狭山茶コース、地酒コース、乾
麺・さつまいも・里芋コース）

本庄市
本庄市新エネルギー等設
備導入事業補助金

電気自動車用急速充電器 本庄市内に事業所を有する法人そ
の他の団体及び事業を行う個人

設置費用から国庫補助を差し引
いた額の１０/ １０（補助限度額
３００万円）

東松山市
東松山市電気自動車等導
入補助金

電気自動車又はプラグインハイ
ブリット自動車の導入・リース

市民・事業者・自動車リース事業
者

1 台 15 万円
※特定の条件を満たす場合は 1
台につき 30 万円

上尾市

上尾市省エネ対策推進奨
励金

電気自動車または、電動バイク
の購入（リース契約含む）

市内に住所を有しかつ居住する者 電気自動車購入費用の 1/2 か
５万円のいずれか少ない額
電動バイク購入費用の 1/2 か
１万円のいずれか少ない額

戸田市

戸田市電気自動車等導入
費補助

電気自動車、プラグインハイブ
リッド自動車及び電気自動車用
充電器（一般利用可能なものに
限る）の導入・リース

市内事業者及び市民 電気自動車、プラグインハイブ
リッド自動車…１台１０万円、
電気自動車用充電器…補助率１/
３（上限１００万円）

鶴ヶ島市 鶴ヶ島市電気自動車普及
促進事業補助金

電気自動車を導入し、併せて充
電設備を設置する方

市民及び市内事業者 充電設備の設置に要する経費に
対し、１０万円を上限に補助

千葉県

千葉市

低公害ごみ収集車導入事
業

・天然ｶﾞｽ自動車
・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自動車

市から一般廃棄物の収集若しくは
運搬の委託を受けた者又は一般廃
棄物の収集運搬業の許可を受けた
者

①補助率
補助対象車両本体価格と通常車
両本体価格との価格差の 1/3

②補助限度額
30 万円／台

低公害車導入事業 ・天然ｶﾞｽﾊﾞｽ
・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾊﾞｽ
・使用過程にあるﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車を天
然ｶﾞｽﾊﾞｽに改造した車両
・天然ｶﾞｽﾄﾗｯｸ
・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾄﾗｯｸ
・使用過程にあるﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車を天
然ｶﾞｽﾄﾗｯｸに改造した車両

国土交通省の「低公害車普及促進
対策費補助金交付要綱」に定める
補助対象事業者であり、かつこの
補助金の交付を受ける者

①補助率
同上。なお、使用過程にあるﾃﾞｨ
ｰｾﾞﾙ車の天然ｶﾞｽ自動車への改造
については、当該改造に要する
経費（ただし、当該改造に要す
る経費には、使用過程にあるﾃﾞｨ
ｰｾﾞﾙ車の天然ｶﾞｽﾊﾞｽ又は天然ｶﾞｽ
ﾄﾗｯｸへの改造に付随して生ずる
洗浄等の経費は含めないものと
する。）の 1/3
②補助限度額
・天然ｶﾞｽﾊﾞｽ ( 小型ﾊﾞｽを除く )：
200 万円 / 台
・天然ｶﾞｽ小型ﾊﾞｽ：100 万円 /
台
・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾊﾞｽ：100 万円 / 台
・天然ｶﾞｽﾄﾗｯｸ：30 万円 / 台
・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾄﾗｯｸ：30 万円 / 台

松戸市

松戸市電気自動車導入補
助金

車両に搭載された電池によって
駆動される電動機を原動機とす
る自動車で、自動車検査証にお
ける燃料の種類が電気と記載さ
れているもの

電気自動車を新規に購入又はリー
スした個人及び事業者

電気自動車 1 台につき 3 万円
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千葉県 浦安市 電気自動車等充電設備設
置促進事業

普通充電設備（電気自動車の所
有又はリースを行う者が対象）

個人（市民）・
個人

設置に要した経費の1/2の額（上
限 5 万円）

東京都

東京都民営バス事業者に
係る低公害・低燃費車導
入促進補助

都が定める優良ハイブリッドバ
スで、都内に使用の本拠地を置
く車両

バス事業者 補助率：車両本体価格と通常車
両価格の差額から国の補助額を
除いた額の 1/2
補助限度額：2,500 千円

東京都電気自動車及びプ
ラグインハイブリッド自
動車導入費補助金

都が定める電気自動車及びプラ
グインハイブリッド自動車で、
都内に使用の本拠地を置く車両

・都内に事務所を有する中小企業、
個人事業者
・前者に車両の補助対象車両の
リースを行うリース事業者

補助率：一般社団法人次世代自
動車振興センターが交付額とし
て算出する額の 1/2
補助限度額：電気自動車 250 千
円、プラグインハイブリッド自
動車 200 千円
※車種により異なる。
参 照 URL：http://www.
kankyo .met ro . tokyo . j p /
vehicle/sgw/promotion/
electric.html

東京都一般貨物自動車運
送事業者等に係る低公害・
低燃費車導入促進補助

都が定める優良ハイブリッドト
ラックで、都内に使用の本拠地
を置く車両

・都内に事務所を有する中小企業、
個人事業者で、一般貨物自動車運
送事業者及び第二種貨物利用運送
事業者
・前者に車両の補助対象車両の
リースを行うリース事業者

補助率：車両本体価格と通常車
両価格の差額から国の補助額を
除いた額の 1/2
補助限度額：
最大積載量 4 ｔ未満　164 千円
最大積載量 4 ｔ以上　571 千円

東京都民間事業者に係る
低公害・低燃費車導入促
進補助

圧縮天然ガス（ＣＮＧ）自動車（車
両総重量 3.5t 以下の車両を除
く )

都内の中小企業 車両総重量 8 ｔ超　200 千円
車両総重量 3,5 ｔ超 8 ｔ以下　   
100 千円

東京都

中央区

中央区電気自動車購入費
助成事業

平成 24 年度以前の経済産業省
クリーンエネルギー自動車等導
入促進対策費補助事業の補助金
の交付を受けて購入した四輪の
小型・普通・軽自動車の電気自
動車とプラグインハイブリッド
自動車で、使用の本拠の位置が
中央区内にあること。

区民 (1 年以上区民であること）
中小事業者 ( 区内に事業所を有し
1 年以上事業又は活動を営んでい
ること )

国庫補助額の 1/4
但し、25 万円を限度とし、その
他の団体から受けた補助金と区
の助成金の合算が国の補助額を
超えないこと。
なお、助成対象者が中央エコア
クト（中央区版二酸化炭素排出
抑制システム）証取得者である
場合は、助成額に 5 万円を加算。

千代田区

千代田区地球温暖化対策
新エネルギー及び省エネ
ルギー機器等導入助成制
度

「低公害車の導入・リース」
電気自動車、プラグインハイブ
リッド自動車
※中小企業者が業務用車両を買
い替えて、区内を使用の本拠地
とする場合
※リース事業者については、す
でに区内の中小事業者において
使用され、又はリースが行われ
ている業務用ガソリン車に替え
て、当該中小企業者を使用者と
して電気自動車等のリースを行
う場合

区内の中小企業者、リース業者 《補助率》一般社団法人次世代自
動車振興センターが交付額とし
て算出する額の 1/4

《補助限度額》25 万円

「低公害車の導入・リース」
充電設備（急速、普通）
※区内に対象機器を導入する事
業
※リース業者については法人又
は個人の事業者及びマンション
管理組合を使用者として電気自
動車等用充電設備のリースを行
う場合

法人又は個人の事業者及びマン
ション管理組合、リース業者

【急速】《補助率》一般社団法人
次世代自動車振興センターが交
付額として算出する額の 1/4

《補助限度額》37.5 万円
【普通】《補助率》機械費用の
20％

《補助限度額》10 万円

葛飾区

かつしかエコ助成金 電気自動車・プラグインハイブ
リッド自動車の導入

区民、区内中小企業者・社会福祉
法人・学校法人等

《補助率》一般社団法人次世代自
動車振興センターが交付額とし
て算出する額の 1/4

《補助限度額》25 万円

港区

港区新エネルギー・省エ
ネルギー機器等設置費助
成

①一般社団法人次世代自動車振
興センターがクリーンエネル
ギー自動車等導入促進対策費補
助金（電気自動車導入費補助事
業及び充電設備設置費補助事業）
の補助対象機種として指定し、
公開している充電設備
②未使用のもの

区民、管理組合等、中小企業者・
個人事業者

【急速充電器】
機器本体価格の１／８（上限
３７５, ０００円）

【普通充電設備】
機器本体価格の１／４（上限
１００, ０００円）

三鷹市

三鷹市中小企業公害防止
設備資金借入れに対する
利子補給制度

所有しているディーゼルトラッ
ク又はディーゼルバスの廃車に
伴う同程度の車両（低公害車又
は九都県市指定低公害車で、車
両総重量 3.5 トン以下のディー
ゼル自動車を除く。）への買換え
で、市長が認定したもの。

市内の同一の場所で同一事業を引
き続き１年以上行い、かつ、市民
税等を滞納していない中小企業
者。

補助率　支払利子の 2/3（借入
金額の合計が 2000 万円以内、
年利 2 パーセント以内）
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神奈川県

川崎市

電気自動車導入助成事業 搭載する電池がリチウムイオン
電池であり、電気自動車用急速
充電器の利用が可能なもの

１　川崎市内に住所を有する個人
　　　　　　　　　　
２　川崎市内に事業所を有する法
人事業者　　　　　　
３　上記１、２がリースで使用す
る際のリース事業者　　　　　　

１台１５万円

倍速充電スタンド導入助
成事業

電気自動車及びプラグインハイ
ブリッド自動車に充電するため
の単相交流定格電圧２００Ｖで
ＳＡＥＪ１７７２規格の充電コ
ネクターを有する充電設備

公共の用に供する目的で、川崎市
内に、倍速充電スタンドを導入す
る土地又は建物の所有権を有する
者（土地又は建物の所有者の承認
がある場合は、使用者でも可）

倍速充電スタンドの本体価格及
び分電盤までの給電ケーブル費
用の１／２（上限２０万円）
ただし、国から２／３助成され
るものについては、倍速充電ス
タンドの本体価格及び分電盤ま
での給電ケーブル費用の１／３

（上限２０万円）

低公害車導入助成事業 １　天然ガス自動車
２　ハイブリッド自動車（車両
総重量 3.5 トン超）
３　使用過程のディーゼル車を
天然ガス自動車へ改造した自動
車

・川崎市内に事業所を有する法人
事業者
・上記がリースで使用する際の
リース事業者

１、２　最大積載量４トン未満：
２ ０ 万 円　　　　　　　　　　
１、２　最大積載量４トン以上：
４０万円　　　　　　　　
３　    ３０万円

横浜市

低公害車等普及促進対策
費補助金交付事業

電気自動車・プラグインハイブ
リッド自動車の導入

事業者・個人及び市内事業者・個
人ヘリースするリース事業者

【補助額】
電気自動車：2.5 万～ 10 万円
プラグインハイブリッド自動車：
10 万円

倍速充電設備 横浜市域に、公共の用に供する新
品の充電設備を導入 ( 設置）する
土地又は建物の所有権を有する者

（土地又は建物の所有者の承認が
ある場合は、使用者でも可）又は
リース事業者。

本体：国等の補助を除く価格の
1/2（上限　20 万円）
工事費：工事費算出額を基本と
し、国補助相当額を除いた額を
上限とする。（上限　30 万円）

急速充電設備 横浜市域に、公共の用に供する新
品の充電設備を導入 ( 設置）する
土地又は建物の所有権を有する者

（土地又は建物の所有者の承認が
ある場合は、使用者でも可）又は
リース事業者。

本体：国等の補助を除く価格の
1/2（上限　50 万円）
工事費：工事費算出額を基本と
し、国補助相当額を除いた額を
上限とする。（上限　100 万円）

機械式駐車装置充電設備 横浜市域に、公共の用に供する新
品の機械式駐車装置充電設備を導
入 ( 設置）する機械式駐車装置の
所有権を有する者（機械式駐車装
置所有者の承認がある場合は土
地、建物の所有者、またはその土
地、建物の使用者でも可）又はリー
ス事業者。

盤：機械式駐車場１基につき　
50 万円
パレット部：１パレットにつき
　15 万円
ただし、いずれも国補助相当額
を除いた額のうち上記金額の範
囲。

九都県市指定低公害車普
及促進対策費補助金交付
事業

九都県市指定低公害車代替導入 事業者・個人及び市内事業者・個
人ヘリースするリース事業者

天然ガス自動車
【補助額】１０万～４０万円
トラック・バス（３．５ ｔ 超）

【補助額】ハイブリッドトラック・
バス：２１万～２２０万円

相模原市

次 世 代 ク リ ー ン エ ネ ル
ギー自動車購入奨励事業

次のすべてに該当するもの
・4 輪以上の電気自動車で、搭載
する電池がリチウムイオン電池
であり、かつ、電気自動車用急
速充電器の利用が可能であるこ
と。 
・新車であること。 
・使用の本拠の位置が市内である
こと。

次のいずれかに該当する者
・市内に現在まで引き続いて 1 年
以上在住する個人であって住民税
に未納がないこと 
・市内に現在まで引き続いて 1 年
以上本店又は主たる事務所がある
法人であって法人市民税に未納が
ないこと 
・リース事業者であって、上記 1
又は 2 の者に貸与するために対
象自動車を購入し、住民税又は法
人市民税に未納がないこと。ただ
し、月々の貸与料金に補助金相当
額の減額が反映される場合に限
る。 

150,000 円又は通常車両との
差額の 1/8 のどちらか低い額

低公害自動車市営駐車場
料金割引事業

電気自動車、ハイブリッド自動
車及び天然ガス自動車

市内に在住、在勤又は市内で事業
を営む者

市営有料駐車場の利用時に、駐
車 料 金 が 150 円 の 場 合 に は
150 円、300 円以上の場合は
300 円を割り引く
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神奈川県

横須賀市

電気自動車導入費補助金 市内で生産された電気自動車の
導入

市内に事業所を有する事業者 １台につき 20 万円

家庭用電気自動車購入費
補助金

市内で生産された電気自動車の
導入（リースは対象外）

市内に住所を有する個人 １台につき５万円

電気自動車用充電器設置
費補助金

電気自動車用充電器の設置 市内に充電器を設置する事業者 本体価格＋工事費の５分の４
・急速　上限 100 万円
・普通、ＰＣＳ、課金装置　上限
50 万円

横須賀市環境設備機器設
置費補助金

市内で生産された電気自動車専
用のＰＣＳの設置

市内の住宅にＰＣＳを設置する個
人

１件につき５万円

平塚市

電気自動車等購入補助金 ・電気自動車 ( 日産自動車（株）
リーフ／三菱自動車工業（株）
i-MiEV、ミニキャブ・ミーブ、
ミニキャブ・ミーブ トラック／

（株）光岡自動車　雷駆（ライク）
／本田技研工業（株）フィット
EV ／マツダ（株）デミオ EV ）
で急速充電器対応のもの
・電動バイク（ヤマハ発動機（株）
ＥＣ－０３／本田技研工業（株）
ＥＶ－ｎｅｏ、ＥＶ－ｎｅｏＰ
ＲＯ、スズキ（株）ｅ－Ｌｅｔ ‘ ｓ、
ｅ－Ｌｅｔ ‘ ｓＷ）
・電気自動車、電動バイクとも新
車に限る

・市内に引き続き 1 年以上住所を
有する市民、事業者が新たに購入
する場合
・本市内に保管場所を有する個人
又は事業者にリースするために新
たに電気自動車等を購入する場合

・電気自動車　　　50,000 円
・電動バイク　　　10,000 円

藤沢市

藤沢市電気自動車導入補
助制度

搭載されたリチウムイオン電池
によって駆動され、電動機を原
動機とする検査済自動車で、自
動車検査証に当該自動車の燃料
が電気であることが記載されて
いるものであり、かつ、国から
導入等補助金を受けられる車両

・市内に１年以上在住する市民
・市内に事業所または事業所を有
する法人または個人事業者
・個人または事業者にリースする
業者

１台　１００，０００円

小田原市

地球温暖化対策推進事業
費補助金

低公害車（電気自動車・天然ガ
ス自動車）の導入・リース

1 年以上前から市内に住所を有す
る個人、又は 1 年以上前から事
業所を有し、当該事業所で事業を
営んでいる事業者

購入の場合は、基準額に調整率
（個人 15％、法人 7.5％）を乗
じて得た額（個人においては上
限 5 万円、法人においては上限
3 万円）。
リースの場合は、5 年以上の契
約の場合は購入時の補助金額と
同額とし、3 年以上 5 年未満の
契約の場合は、購入時の補助金
額に 3/5 を乗じて得た額とする

（1 万円未満切り捨て）。

茅ヶ崎市

電気自動車購入費補助事
業

① 4 輪以上の電気自動車で、電
気自動車用急速充電器の利用が
可能であること。
②新車であること。
③使用の本拠の位置が茅ヶ崎市
であること。

①市内に 1 年以上居住している
個人
②市内に 1 年以上事務所又は事
業所を有している法人
③自動車リース事業者（ただし 1．
2 に掲げる者に電気自動車を
リースすることとし、補助金相当
額分の値引きをされたリース料金
とする契約によるものに限る） 

1 台につき￥100,000

海老名市

海老名市環境保全対策支
援事業補助金

電気自動車の導入・リース（申
請は導入前）

（１）新規に対象施設を設置・導
入等をする方

（２）市内の自宅または事業所に
施設等を設置する方

（３）市税及び国民健康保険税の
未納がない方

1 台につき 100,000 円

座間市

電気自動車購入補助金 搭載されたリチウムイオン電池
によって駆動される電動機を原
動機とする自動車で、自動車検
査証の燃料の種類の記載が電気
のみであるもの。

市内に１年以上住所を有する個人
市内に１年以上事務所又は事業所
を有する法人もしくは個人事業者

１台につき１０万円。ただし、
市内の事業所において生産され
たリチウムイオン電池を搭載す
る電気自動車は、２０万円を加
算。

電気自動車急速充電器設
置補助金

一般の用に供する電気自動車用
急速充電器

市内に１年以上事務所又は事業所
を有する法人又は個人事業者

補助対象経費から国、県等の補
助額を控除して得た額に２分の
１ を 乗 じ て 得 た 額。 限 度 額
５０万円

綾瀬市

綾瀬市電気自動車購入補
助金交付事業

電気自動車の新規購入 市民、法人市民税の申告をしてい
る市内事業者
市税及び国民健康保険税に滞納が
ないこと

1 台につき 100,000 円
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神奈川県

寒川町

寒川町電気自動車導入補
助金

・登載されたリチウムイオン電池
によって駆動される電動機を原
動機とする自動車で、自動車検
査証に記載される燃料の種類が
電気である自動車で、自動車検
査証に記載される本拠地が町内
である
・国の補助制度の対象である自動
車

町内に 1 年以上居住している個
人又は、町内に事務所等を有する
法人若しくは個人事業者

1 台につき 80,000 円
補助予定件数：２件

大井町

大井町電気自動車等購入
費補助金

電気自動車、電動バイク 個人、法人（いずれも１年以上町
内に所在している者）

電気自動車　５万円　電動バイ
ク　１万円

大井町電気自動車用急速
充電設備設置費補助金

電気自動車用急速充電設備（定
格出力１０Kw 以上）

個人、法人（いずれも１年以上町
内に所在している者）
町税等に滞納がないこと

５万円

箱根町

電気自動車等購入費等補
助金

電気自動車：搭載されたリチウ
ムイオン電池によって駆動され
る電動機を原動機とする四輪車
以上自動車（急速充電器利用可
能なもの）の購入又はリース　
　　　　　　　　　
電動バイク：搭載された電池に
よって駆動される電動機を原動
機とする原動機付自転車の購入

町内在住１年以上の個人又は、町
内に事業所を有する事業者で、町
税等に滞納がない者

平成 21 ～ 25 年度までの 5 年
間
電気自動車 5 万円
電動バイク 2 万円

電気自動車用普通充電器
設備設置費補助金

補助対象とする充電器設備は、
電圧 200V 用コンセント付電気
自動車普通充電スタンド ( 自立
タイプ・壁掛けタイプ ) とする。

町内において、1 年以上引き続い
て観光客を対象として事業を行う
事業者で、観光施設等を開設し、
経営している法人であることま
た、町税等に滞納がないこと及び
補助の対象となった充電器設備
を、使用開始の日から 3 年以上
にわたって観光客が利用すること
を予定し、かつ、その設置に当たっ
ては、観光客が利用しやすい場所
に設置してあること。

補助金額は、充電器設備設置費
用の 2 分の 1 以内の額とし、補
助限度額を 10 万円とする。た
だし、補助金の額に 1,000 円未
満の端数が生じた場合は、これ
を切り捨てるものとする。

湯河原町

湯河原町電気自動車導入
補助金

電気自動車の購入・リース 当該自動車を新規導入し 3 年以
上利用する予定があり、町税等に
滞納がない、町内に 1 年以上在
住の個人または事業者

1 台につき 5 万円（年度内 1 世
帯（事業者）1 台まで）

清川村
電気自動車等導入補助事
業

電気自動車及びプラグインハイ
ブリット車の導入・リース

村内に住所を有する個人及び村内
に本店もしくは主たる事務所等を
有する事業所

電気自動車等１台につき、個人
50,000 円、 法 人 30,000 円
を補助

新潟県

新潟県電気自動車関連産
業育成事業補助金

ガソリン自動車等から公道走行
可能な電気自動車への改造に要
する経費

新潟県内の個人または企業等の法
人

１台あたり 300 千円

新潟県電気自動車利用促
進事業補助金

①電気自動車に充電するための
急速充電器本体及び付属品購入
費
②①により購入した充電設備の
設置に直接係る工事費

地方公共団体、法人格を有する民
間団体または個人事業者

補助対象経費の１／２以内で、
急速充電器１台あたり１００万
円が補助の上限。

新潟県

新潟市
新潟市電気自動車等充電
設備設置補助金

電気自動車用充電コンセント
（入力電力２００V，国・県の補
助対象となっていないもの）

市内事業者 充電設備設置費の１／２以内
補助限度額１０万円

長岡市

長岡市圧縮天然ガス自動
車導入事業補助制度

CNG 車 ( バイフューエル車を含
む ) の新規購入・リース

・使用の本拠の位置を市内とする
ＣＮＧ車を新規に購入する市内事
業者
・市内事業者に対し使用の本拠の
位置を市内とする新規登録のＣＮ
Ｇ車をリースするリース事業者

補助率：CNG 車両の本体価格と
通常車両価格の差額から他団体
の補助金の額を控除した額の
1/3 以内

柏崎市

柏崎市電気自動車等購入
補助金

電気自動車、プラグインハイブ
リッド自動車の購入、リース

柏崎市内の個人または事業者 車種、型式により定める 1 台当
たり補助限度額
三菱アイミーブ　206 ～ 212
千円
三菱ミニキャブミーブ　186 ～
212 千円
三菱ミニキャブミーブトラック
　93 ～ 103 千円
日産リーフ　175 ～ 195 千円
マツダデミオ EV　212 千円
ホンダフィット EV　283 千円
トヨタｅＱ　192 千円
トヨタプリウスＰＨＶ　33 千円
三菱アウトランダー PHEV　30
～ 35 千円
ホンダアコードＰＨＶ　41 千円
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新潟県

十日町市

十日町市改造電気自動車
開発支援事業補助金

ガソリン自動車等から公道走行
可能な電気自動車への改造に要
する経費

①十日町市内の個人または企業等
の法人
②納期限の到来した市税を完納し
ている者

１台あたり 300 千円

燕市

新エネルギー設備等導入
設置費補助金

経済産業省のクリーンエネル
ギー自動車等導入促進対策費補
助金の交付対象となる電気自動
車及びプラグインハイブリット
自動車であること、かつ申請者
が車両の所有者又は使用者であ
ること。

燕市内の個人または企業等の法人 経済産業省のクリーンエネル
ギー自動車等導入促進対策費補
助金の１／４

（上限 150 千円）

佐渡市

クリーンエネルギー活用
事業補助金

・電気自動車
・プラグインハイブリッド自動車

新規登録日の１年以上前から市内
に住所を有する個人または、市内
の事業所で事業を営んでいる事業
者。

センター事業の補助金額の 50％
以内
上限　電気自動車　35 万円
　　　プラグインハイブリッド
自動車　10 万円

刈羽村

刈 羽 村 ク リ ー ン エ ネ ル
ギー自動車導入事業補助
金

①低公害車（電気自動車、プラ
グインハイブリッド自動車及び
クリーンディーゼル自動車）を
新車で購入した場合の費用

刈羽村に住所を有する個人 一般財団法人次世代自動車振興
センターが公表する、クリーン
エネルギー自動車導入補助事業
の補助金交付額一覧を基準とす
る。
※ただし、上限を３０万円とす
る。

富山県

富山県低公害バス導入促
進事業費補助金

環境保全の目的を達成するため
知事が特に必要と認めた地域に
おける路線に対し、低公害バス
を購入する事業

路線バス事業者 ・同種の一般のバスとの差額及び
付属品に係る経費として知事が
認めた額
・補助率 １/ ６

人にやさしいエコバス推
進事業費補助金

主として富山空港を連絡する路
線の運行の用に供する車両とし、
次の要件を満たすもの

（１）低公害バスであること
（２）低床バスであること
（３）新車であること
（４）知事が別に指定する外装と
すること

（５）知事が別に指定するパンフ
レット及びチラシ等を車内に常
置すること

（６）その他知事が必要と認める
要件

路線バス事業者 当該車両の実購入費（車両本体
及び運行に必要な附属品の価格
の合計から消費税を除いた額）
から備忘価格として１円を控除
した額
補助率 １/ ４ １台あたり上限
７百万円

富山県 富山市

富山市電気自動車用充電
設備設置費補助事業

国（一般社団法人　次世代自動
車振興センター）の補助金の交
付を受け、以下の条件を満たす
もの
※国の補助金の交付を受けてい
ないものは補助対象外

（１）普通充電器又は急速充電器
であって、漏電対策及び防水対
策が講じられているもの

（２）市内に設置される充電設備
であること

（３）未使用の充電設備（中古設
備は不可）であること

（４）既存の設備の更新ではない
充電設備であること

（５）充電設備の設置に関し、本
市のほかの補助制度による補助
金その他これに準ずるもので市
長が指定するものの交付を受け
ていないものであること

（６）「一般社団法人　次世代自
動車振興センター」の次世代自
動車充電インフラ整備促進事業
において補助対象機器として認
定されている機器及び工事費で
あること

充電設備を所有している事業者又
はリース事業者

【通常の場合】
・充電設備の購入及び設置に要す
る工事費から国（一般社団法人
　次世代自動車振興センター）
等の補助金を控除した額に１／
２を乗じて得た額

【同一事業者が５基以上の一括整
備を行う場合】
・充電設備の購入及び設置に要す
る工事費用から国（一般社団法
人　次世代自動車振興センター）
等の補助金を控除した額に２／
３を乗じて得た額

※利用者を限定するなど公共性
を有しない充電設備（一般社団
法人　次世代自動車振興セン
ターで「第４の事業」として区
分されるもの）については、充
電設備の購入のみに対する補助
※同一事業者には、リース契約
により充電設備を使用する事業
者を含む

石川県 金沢市

金沢市電気自動車用充電
設備設置費補助金

電気自動車用充電設備の設置 市内で 1 年以上引き続き集客施
設を営んでいるもの（ただし、主
たる事業が自動車販売業である者
を除く）

補助率　購入費及び設置工事費
の合計額（国の補助金その他収
入がある場合は、その額を控除
した額）の１／２
限度額　
急速充電設備　３００, ０００円
普通充電設備　１００, ０００円
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福井県
次世代（省エネ）自動車
活用イベント促進事業補
助金

ＥＶ・ＰＨＶレンタカーのレン
タルに要する経費

県内のイベント等において、ＥＶ・
ＰＨＶレンタカーを利用する団体
等

定額（上限１０千円）

山梨県

環境にやさしいバス普及
促進事業費補助金

ＣＮＧバス、優良ハイブリッド
バス

一般乗合旅客自動車運送事業者 国交省「低公害車普及促進対策
費補助金」との協調補助による。

【補助率】
次の額の少ない率
・車両購入価格の 1/8
・経年車の廃車を伴う新車導入で
は通常車両価格との差額の 1/4、
新車のみの導入では差額の 1/6

【限度額】
250 万円

長野県

軽井沢町

軽井沢町電気自動車等普
及促進事業

電気自動車及びプラグインハイ
ブリッド自動車の購入又は賃貸
借（リース）（長野ナンバーに限
る。）

購入する電気自動車等の新規登録
の日（賃貸借（リース）契約の場
合は、契約書に記載された使用開
始日）において、町内に継続して
１年以上住所を有している個人の
方及び町内に継続して１年以上家
屋である別荘を所有している個人
の方でいずれも既に納期限が到来
した町税を滞納していない方

車両本体価格の 10％以内（賃貸
借（リース）の場合は、契約期
間内における７％以内）

【上限 30 万円】

軽井沢町電気自動車用急
速充電器設置事業

一般電気工作物（電気事業法第
３８条第１項の規定に適合する
充電設備）のうち、電気自動車
に充電するための機器であって、
商用電源から充電用の直流電力
を作り出す電源装置と電池の充
電を制御する機能を共に有する
定格出力１０キロワット以上の
もので公衆の用に供するもの

公衆の用に供する電気自動車用急
速充電器を町内に設置する個人又
は法人で、申請日において、町内
に継続して１年以上住所又は事務
所若しくは事業所を有しており、
既に納期限が到来した町税を滞納
していない方

　電気自動車用急速充電器本体
価格の 1/4 以内

【上限 75 万円】

原村

原村電気自動車等導入補
助金

電気自動車、プラグインハイブ
リッド車の新規導入

個人
・1 年以上原村に在住している者
・村税及び上下水道料金等、村へ
の納付金に滞納がない者
・村内に保管場所があること

電気自動車、プラグインハイブ
リッド車 1 台当たり 5 万円

長野市

長野市生活路線バス低公
害車両購入費補助金

　市内バス路線に用いる優良ハ
イブリッド・ノンステップバス
の新車車両購入費
　※１　窒素酸化物の排出量が
10％以上低減、粒子状物質の排
出量が 50％以上低減された車両
　※２　台数用件　１事業者当
たり単年度２台以上

一般乗合旅客自動車運送事業者 購入価格と通常車両価格との差
額に１/ ４を乗じて得た額

静岡県

電気自動車用充電インフ
ラ整備事業

静岡県内の公共的施設に設置す
る急速充電器

・県内市町（政令指定都市を除く）
・非営利法人
・第３セクター等

国補助対象経費から国補助額を
引いた額の２分の１
上限額 100 万円

電動二輪車普及促進事業 電動バイク（CEV 補助金対象車
両で県内に車両登録する新車）

個人・法人（国・地方自治体は除
く）

１台あたり３万円

静岡県

浜松市

浜松市電動二輪車導入促
進事業費補助金

電動バイク（国の「クリーンエ
ネルギー自動車等導入対策費補
助金」の対象となり、「型式認定」
を取得している二輪の第一種原
動機付自転車）

市民、市内事業者 補助金額：1 台当たり 2 万円
補助件数：50 件

富士市

富士市市民温暖化対策事
業費補助金

クリーンエネルギー自動車（次
に掲げる自動車であって、経済
産業大臣が定めるクリーンエネ
ルギー自動車等導入対策費補助
金要綱において、補助対象とな
るもので事業用の車両でないも
の　
ア：電気自動車　イ：プラグイ
ンハイブリッド自動車）

市内に居住し、対象となるクリー
ンエネルギー自動車を購入する方
で市税を完納している方。

一律５万円

袋井市

袋井市新エネルギー機器
導入促進奨励金

非営利目的で購入した、初度登
録のクリーンエネルギー自動車

（EV 車、PHV 車、メタノール自
動車、天然ガス自動車）及び電
動の原動機付自転車

市内に住所を有する者（個人）で、
市税の滞納がない者

購入に要した費用の 2 分の 1 以
内（千円未満切捨て）で、上限
額 2 万円（クリーンエネルギー
自動車）又は上限５千円（電動
の原動機付自転車）

湖西市
新エネルギー及び省エネ
ルギー機器導入支援補助
金

電気自動車・ＰＨＶ 市民（個人） 車両本体価格の 5％上限 10 万
円
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静岡県 御前崎市

御前崎市新エネルギー・
省エネルギー機器導入促
進補助金

初度登録のクリーンエネルギー
自動車（電気自動車（EV）、プ
ラ グ・ イ ン・ ハ イ ブ リ ッ ド 車

（PHV）、メタノール自動車、天
然ガス自動車）で自家用のもの

市内に住所を有する者で、市税等
の滞納がない者

1 台当たり 40,000 円
1 世帯につき 1 回限り

愛知県

低公害車導入促進費補助
金

CNG トラック・バスの新車の導
入
ハイブリッドトラック・バスの
新車の導入
電気自動車ﾄﾗｯｸの新車の導入
電気自動車乗用車（ＰＨＶを含
む。）の新車の導入

旅客・貨物運送事業者、中小企業
等の事業者、自動車リース事業者

新車の導入：ＣＮＧ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ
のトラック・バスは車両本体価
格と通常車両価格との差額の
1/3 以内
新車の導入：電気自動車ﾄﾗｯｸ・
乗用車は車両本体価格と通常車
両価格との差額の 1/4 以内

愛知県

名古屋市

最新規制適合自動車代替
促進事業

①車両総重量 3.5 ｔ超の平成
16 年規制以前のディーゼル貨物
自動車からポスト新長期規制適
合車への買い替え
②車齢 8 年超の送迎用自動車（軽
自動車以外）からポスト新長期
規制適合車 ( 天然ガス車又はハ
イブリッド車 ) への買い替え

①中小企業
②学校教育法、児童福祉法、社会
福祉法、医療法に該当する施設を
持つ法人

①②車両本体価格の 3％
( 天然ガスを燃料とする自動車へ
の改造は、車両本体価格と改造
費の 3％ )

豊橋市 電気自動車購入等補助金

電気自動車　プラグインハイブ
リッド自動車　

１．自ら使用する目的で購入し、
初度登録する時点において、１年
以上市内に在住する個人
２．事業に使用する目的で購入し、
初度登録する時点において、１年
以上市内に本社等を有している中
小事業等の事業者
３．上記１、２に該当する者に貸
与するリース事業者

車両本体価格の５％（千円未満
切捨て）
※上限　EV　　70,000 円
　　　　PHV　 40,000 円　

電気自動車用急速充電設備 豊橋市内において、不特定多数の
者が利用できる駐車スペースに充
電設備を新たに設置する法人又は
個人の事業者の方で、その設置場
所を広く公表し、かつ、有料・無
料を問わず不特定多数の者に利用
させるもの

電気自動車用急速充電設備購入
費の４分の１　上限 750,000
円

岡崎市
岡崎市新エネルギーシス
テム設置等補助金（電気
自動車充電設備）

電気自動車用充電設備設置 市内に事業所を有する法人（国、
地方公共団体及びリース業者除
く。）

設備設置費の 1 ／ 2　上限 10
万円

（１施設１基まで）

刈谷市

低公害車購入費補助事業 電気自動車、プラグインハイブ
リッド自動車、天然ガス自動車、
ハイブリッド自動車

※事業用のプラグインハイブ
リッド自動車及びハイブリッド
自動車は、排気量 1800cc 以
下に限る。

【個人用】
　非営利目的で購入する個人で、
市内に住所を有し、かつ、低公害
車の自動車検査証に記載されてい
る登録年月日前６月以上引き続き
市内に住所を有しているもの（海
外からの転入者のうち、海外転出
前に市内に住所を有していた者
で、通算して６月以上市内に住所
を有しているものを含む。）

【事業用】
　市内に事務所又は事業所を有
し、低公害車を市内の事務所又は
事業所において自らの事業の用に
供するため購入する事業者

・電気自動車、プラグインハイブ
リッド自動車
　一台につき１５万円

・ハイブリッド自動車、天然ガス
自動車
　一台につき５万円

ただし、事業用は１事業者につ
き１年度１台まで。

豊田市

豊田市エコファミリー支
援補助金
次世代自動車購入に対す
る補助

①対象車種：PHV、EV、超小型
EV
②平成 25 年 4 月 1 日以降に自
ら使用する目的で新車登録され
たもの

①新車登録日の 1 年以上前から
申請の際まで、引き続き市内に在
住している方
②豊田市税を滞納していない方
③エコファミリー宣言をした方
④暴力団関係者でないこと

PHV・EV を購入した場合
・車両本体価格の 5％（1,000
円未満切り捨て）、上限 15 万円
・充電設備を設置した場合、上限
5 万円の上乗せ補助

超小型 EV を購入した場合
・車両本体価格の 5％（1,000
円未満切り捨て）、上限 3.5 万円

事業者向け PHV・EV 普
及促進事業補助金

①対象車種：PHV、EV
②平成 25 年 4 月 1 日以降に業
務目的で新車登録されたもの

①市内に本社、支社、支所、支店
等を置く法人
②補助金の申請日以前から事業を
始めている法人
③豊田市税を滞納していない法人
④暴力団関係者でないこと

・車両本体価格の 5％（1,000
円未満切り捨て）、上限 15 万円
・充電設備を設置した場合、上限
5 万円の上乗せ補助

西尾市
低公害車普及促進事業補
助金

電気自動車、プラグインハイブ
リッド自動車の購入

事業者、個人 1 台あたり 10 万円。ただし、1
世帯または 1 法人につき 10 台
を限度とする。
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愛知県

田原市

田原市電気自動車等購入
補助金

電気自動車、プラグインハイブ
リッド自動車

個人で新車登録時点で１年以上市
内に居住している者

補助額：車両本体価格×５％　
　　補助限度額：１０万円

田原市電気自動車等購入
補助金

電気自動車、プラグインハイブ
リッド自動車

事業用で新車登録時点で１年以上
市内に本社等を有してる者

補助額：車両本体価格×５％　
　　補助限度額：１０万円

電気自動車等普通充電設
備設置補助金

電気自動車、プラグインハイブ
リッド自動車の普通充電設備

市内に住所を有する事業者の方、
田原エコチャレンジ宣言に登録さ
れている方

補助対象経費の２分の１以内　
　( 上限１５万円 )

みよし市
みよし市低公害車普及促
進事業

電気自動車、燃料電池自動車、
天然ガス自動車、メタノール自
動車、ハイブリッド自動車

市内在住の個人 5 パーセント・上限 8 万円

三重県

天然ガス自動車普及促進
事業

天然ガスバス、天然ガストラッ
クの購入
使用過程ディーゼル自動車の天
然ガス自動車への改造

一般乗合旅客自動車運送事業者、
一般貨物自動車運送事業者、第二
種貨物利用運送事業者、自動車
リース事業者、中小企業者、その
他これらに準ずるものとして知事
が認定した者

【補助率】
(1) 購入

（バス）
　　一般車との差額の 1/6

（トラック）
　　一般車との差額の 1/6
(2) 改造

（バス、トラック）
　　一般車との差額の 1/6

【限度額】
(1) 購入

（バス）166.6 万円 / 台
（トラック）
　車両総重量 3.5t 超
　　・最大積載量４ｔ以上
　　　　50.4 万円 / 台
　　・最大積載量４ｔ未満
　　　　13.4 万円 / 台
(2) 改造

（バス）
　　166.6 万円 / 台
( トラック）
　・最大積載量４ｔ以上
　　50.4 万円 / 台
　・最大積載量４ｔ未満
　　13.4 万円 / 台

三重県

鈴鹿市

鈴 鹿 市 ク リ ー ン エ ネ ル
ギー自動車購入補助金

ハイブリッド自動車、プラグイ
ンハイブリッド自動車、電気自
動車、天然ガス自動車、燃料電
池自動車、メタノール自動車

(1) 対象自動車の初度登録時点で
引き続いて 6 か月以上継続して，
鈴鹿市に在住している個人の方
(2) 市税を滞納していない方（た
だし，納税免除者を除きます。）
(3) 補助金の交付は，当該年度内
において１人１台限りとする。

補助金額（１件につき）
・4 万円（ホンダ社製）
・2 万円（ホンダ社製以外）

補助予定件数
・ホンダ社製：１１０ 件
　（前期・後期 各５５件）
・ホンダ社製以外：８０ 件
（前期・後期 各４０件）

川越町

川越町低公害車購入費補
助

低公害車（電気、天然ガス、メ
タノール、ハイブリッド）の導
入

新車登録時点で 2 年以上川越町
内に住所を有する個人又は同一事
業を営む事業者

車両本体価格から国等の補助金
額を控除した額に 100 分の 5
を乗じた額
千円未満切捨て、上限５万円

京都府

京都府電気自動車等導入
促進対策補助金

電気自動車（EV）、プラグイン
ハイブリッド自動車（PHV）

タクシー事業者、レンタカー事業
者及び貨物運送事業者（リース導
入も含む）

【補助率】
一般社団法人次世代自動車振興
センター補助金の 1/2（ただし、
自動車車検証の使用者の住所が
京都市内の場合（以下「京都市
内の場合」という。）は 1/4）

【補助限度額】
EV の場合　420 千円（京都市
内の場合　210 千円）
PHV の場合　210 千円（京都
市内の場合　105 千円）
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京都府

京都市

電気自動車等導入促進対
策補助金

電気自動車，プラグインハイブ
リッド車

市内のタクシー・レンタカー・貨
物運送事業者（リース導入も含む）

一般社団法人次世代自動車振興
センター補助金の 1/4 程度

（上限　ＥＶ 21 万円／台
　　　　ＰＨＶ 10.5 万円／台）

低公害車普及促進事業補
助金

天然ガス自動車，ハイブリッド
自動車

市内の中小貨物運送事業者（リー
ス導入も含む）

基準車両との差額の 1/4 または
基準改造費の 1/4
上限：２５万円

電気自動車等用充電設備
設置補助金

電気自動車等用充電設備 ①広く市民が利用できる場所に充
電設備を設置する事業者，個人
②電気自動車等を用いたカーシェ
アリングに利用するために共同住
宅等に充電設備を設置する事業
者，個人

本体価格の 1/4（上限 10 万円）

精華町

精華町電気自動車導入補
助金交付要綱

「けいはんなエコシティ次世代エ
ネルギー・社会システム実証プ
ロジェクト」に参加及び協力す
る者のために必要な経費の一部

（平成 25 年度で終了予定）

「けいはんなエコシティ次世代エ
ネルギー・社会システム実証プロ
ジェクト」に参加し、精華町の住
民基本台帳に 1 年以上記録され
ている者

10 万円

舞鶴市

中小企業環境対策設備導
入促進補助金（略称：舞
グリーン・プラス）

低公害車（事業用に限る）導入
※電気自動車、メタノール自動
車、天然ガス自動車、ハイブリッ
ド自動車、低排出ガス認定かつ
低燃費車

中小企業地球環境対策特別融資
（略称：舞グリーン）を利用して
設備を導入した市内の中小企業

対象設備の導入費用に 5% を乗
じて得た額（千円未満切捨）
補助限度額：100 万円

舞鶴市電気自動車・電力
供給設備導入支援補助金

・（電気自動車）一般社団法人次
世代自動車振興センターのク
リーンエネルギー自動車等導入
促進対策費補助金（電気自動車
等導入費補助事業）業務実施細
則別表１に掲げる電気自動車（Ｅ
Ｖ・ＰＨＶ）のうち、普通自動車、
小型自動車又は軽自動車の購入・
リース
・（電力供給設備）電気自動車に
搭載された駆動用の蓄電池に蓄
えられた電気を、住宅の分電盤
や家電製品等へ供給する設備で、
最大出力が１５００Ｗ以上のも
のの導入

・主に舞鶴市内で使用すること
・市税の滞納のない者
・家庭で使用すること（事業用は
対象外）
・自動車車検証に所有者または使
用者として記載されている者

・電気自動車　　限度額１５万円
・電力供給設備　補助率１／３　
限度額１０万円

大阪府

堺市

堺市バス利用促進等総合
対策事業補助

堺市内で運行する路線バス車両 バス運営事業者 ＣＮＧ及びハイブリッドバスに
対する改造費の 3/4
＊但し国交省との協調補助

堺市電気自動車等充電設
備設置費補助事業

電 気 自 動 車 等 専 用 充 電 設 備
（200V 充電設備）設置費

土地又は建物を保有する法人・事
業者等

専用充電設備本体（新設に限る）
費用と本体の設置に伴う工事費
および電源工事費（充電設備の
設置に必要な部分に限る）の合
計額の 1/2（上限 15 万円）

泉大津市 EV 用充電スタンド設置
費補助金

電気自動車用充電スタンド設置 事業者及び個人 ２万円

八尾市

八尾市低公害車普及促進
対策費補助金交付要綱

CNG バス及び CNG トラックの
新車の導入に係る車体本体価格
又は使用過程にあるディーゼル
車の CNG バス及び CNG トラッ
クへの改造に要する経費

一般乗合旅客自動車運送業者、一
般貨物自動車運送業者、第二種貨
物利用運送事業者、自動車リース
事業者その他これらに準ずるもの
として市長が認定した者

10,000 円

豊中市

豊中市中小企業公害融資
利子補給制度要綱

・環境・省エネルギー等への設備
投資等
・ハイブリッド自動車、電気自動
車、天然ガス自動車、電気充電
設備またはポスト新長期規制適
合車 ( ディーゼル車に限る ) など
を取得するために必要な設備資
金

市内の中小企業者で、「大阪府中
小企業低公害車等購入資金特別融
資」及び「日本政策金融公庫環境・
エネルギー対策資金」の利用者

(1) 約定期間内に支払う利息の額
に 25％を乗じた額
(2) 要綱施行以前に融資を受けた
ものについては、施行の日から
換算した利息の額 ( ただし、利
息補給のある分については、当
該額を差し引く ) に 50％を乗じ
た額。

ただし、一事業所当たり年間 40
万円を限度とする。
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兵庫県

低公害車導入補助事業 低公害車（天然ガス、ハイブリッ
ド、メタノール、電気）の購入
又はリース

民間事業者へ補助する市町 市町補助額の 1/2
（限度額 100 万円）

ディーゼル車への排出ガ
ス低減装置装着助成事業

大型バス又は車両総重量８トン
以上のトラックの排出ガス低減
装置の導入

民間事業者 補助率 1/4
（限度額 35 万円）

運送事業者への低公害車
普及促進補助事業

ＣＮＧバス、総重量 2．5 トン
超のＣＮＧトラック、ハイブリッ
ドバス及び総重量 3．5 トン超
のハイブリッドトラックの購入
又はリース

民間運送事業者及びリース事業
者、市町

・一般車との差額の 1/3（廃車
なし）
・一般車との差額の 1/2（廃車
あり）
・神戸市・姫路市・尼崎市・西宮
市に　ついては協調（市の補助
額の 1/2）
※国土交通省の補助を受けるこ
とが要件

兵庫県

神戸市

神戸市次世代自動車普及
促進補助制度

神戸市内に使用の本拠を置く、
次世代自動車（ハイブリッド自
動車、電気自動車、プラグイン
ハイブリッド自動車、燃料電池
自動車及び CNG 自動車）の購入。
ただし、ハイブリッド自動車及
び CNG 自動車にあっては、乗
用車を除く。国土交通省又は経
済産業省との協調補助による。

神戸市内に事務所若しくは事業所
を有する法人又は個人事業者、あ
るいは左記事業者に補助対象車両
をリース契約により貸出しする
リース事業者（ただし、公法人、
独立行政法人国又は地方公共団体
が 50% 以上出資する法人等を含
まない）。

兵庫県農政環境部補助金交付要
綱の補助対象車両に該当する場
合は、本体価格と通常車両の本
体価格との差額の 6 分の 1 相当
額、それ以外の車両については
差額の 12 分の 1 相当額。（上限
100 万円）

姫路市

姫路市電気自動車等導入
助成事業

電気自動車及びプラグインハイ
ブリッド自動車の導入

姫路市内に事務所又は事業所を置
き、事業を営む個人又は法人

１台につき　10 万円、1 事業者
につき 3 台まで

（上限 30 万円）
姫路市低公害車普及促進
対策助成事業

バ ス： 定 員 11 人 以 上 の CNG 
バス及び優良ハイブリッドバス
トラック：CNG トラック及び優
良ハイブリッドトラック
上記の低公害車の購入・リース
又は使用過程車の CNG 自動車
への改造

姫路市内に使用の本拠を置く運送
事業者又はその事業者に低公害車
をリースする自動車リース事業者

低公害車の車両本体価格の 1/4
又は低公害車と通常車両価格と
の差額の 1/3 のいずれか少ない
額

（ただし、経年車の廃車を伴う導
入については、通常車両本体価
格との差額の 1/2）又は使用過
程車の CNG 自動車への改造に
係る経費の 1/3）

尼崎市

運送事業者への低公害車
導入補助制度

バ ス： 定 員 11 人 以 上 の CNG 
バス及び優良ハイブリッドバス
トラック：CNG トラック及び優
良ハイブリッドトラック
上記の低公害車の購入・リース
又は使用過程車の CNG 自動車
への改造

市内運送事業者 改造費相当（国等との協調補助）

低公害車導入補助制度 CNG 車及びハイブリッド自動車
（用途が貨物か特殊であるものに
限る )

電気自動車及びプラグインハイ
ブリッド自動車

（用途が乗用であるものに限る）

市内事業者
（公益法人、天然ガス事業者（CNG
車導入の場合のみ）、電気事業者

（電気自動車導入の場合のみ）、自
動車製造業者、自動車卸売業者及
び自動車小売業者は除く）

リース導入
通常車両との差額（上限 200 万
円）をリース月数に渡って補助

（ただし電気自動車は 25 万円、
プラグインハイブリッド自動車
は 15 万円を差額とする。）
新車購入
電気自動車　25 万円
プラグインハイブリッド自動車
　15 万円

西宮市

西宮市低公害車普及対策
費補助金

事業用のＣＮＧ・ハイブリッド
のトラック・バスの導入・リー
ス

市内に使用の本拠を置く運送事業
者又はその事業者に低公害車を
リースする自動車リース事業者

低公害車の車両本体価格の 1/4
又は低公害車と通常車両価格と
の差額の 1/3（ただし、経年車
の廃車を伴う導入については、
通常車両本体価格との差額の
1/2）のいずれか少ない額
又は使用過程車の CNG 自動車
への改造に係る経費の 1/3( た
だし、国交省との協調補助 )

芦屋市
低公害車普及促進助成制
度

電気自動車、メタノール自動車、
天然ガス自動車、ハイブリッド
自動車

市内に事務所又は事業所を有する
個人又は法人

車体本体等の価格に 100 分の
5 を乗じて得た額

（上限額 10 万円）
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兵庫県 川西市

川西市低燃費軽四輪自動
車購入費補助金

電気軽四輪自動車・天然ガス軽
四輪自動車
JC08 モード燃費値２８㎞ /㍑
以上の軽四輪自動車

①市内に住所を有する個人・法人
であること
②平成２３年４月１日以降に新規
検査（新車登録）を行い、対象車
を購入してるもの
③市税に滞納がないこと

１台あたり 7，200 円

奈良県 奈良市

平成 25 年度奈良市低公
害車タクシー導入促進補
助制度

・ハイブリッドタクシー
・プラグインハイブリッドタク
シー
・電気自動車タクシー

平成 25 年 4 月 1 日以後に低公
害車タクシーを導入した奈良市を
営業区域とするタクシー事業者

・ハイブリッドタクシー　　　　
　　１台につき２０万円
・プラグインハイブリッドタク
シー　１台につき３０万円
・電気自動車タクシー　　　　　
　　１台につき５０万円

和歌山県

電気自動車用充電設備設
置補助金

一般社団法人次世代自動車振興
センターが実施する「次世代自
動車充電インフラ整備促進事業」
で補助対象に指定されている充
電設備。

「和歌山県次世代自動車充電イン
フラ整備ビジョン」(以下、「ビジョ
ン」) に基づく充電設備を設置す
る法人（国、電力会社、自動車販
売店を除く。）又は個人事業者。
ただし、中小企業基本法で定める
中小企業を超える規模の事業者に
あっては、公募期間開始後、年度
内に設置する 2 箇所目以降から
補助対象になります。 

設備費、設置工事費から国庫補
助金を控除した額の１／４の額
で、県が定める上限額を超えな
い額

上限
充電設備 :
充電設備銘柄のリストに記載さ
れた、充電設備銘柄ごとの補助
金交付上
限額補助率 2/3 の欄の額の 1/8
の額。
充電設備設置工事：
急速充電設備の設置工事：50 万
円
普通充電設備の設置工事：5 万
円

電気自動車購入補助金 一般社団法人次世代自動車振興
センターが実施する「平成 25
年度 クリーンエネルギー自動車

（CEV）等導入費補助事業」で補
助対象になる電気自動車の購入。

公益事業者
( 公益社団法人（特例社団法人を
含む。）、公益財団法人（特例財団
法人を含む。）、学校法人、社会福
祉法人、医療法人、更生保護法人
及び特定非営利活動法人）

一般社団法人次世代自動車振興
センターが定めた車両銘柄ごと
の補助金交付上限額の 1/2 以内

鳥取県

鳥取県電気自動車等導入
促進補助金

充電ステーション建設を目的と
した充電器設置工事、電気工事、
土木工事等に必要な経費の一部
を補助。

県内の市町村及び法人格を有する
民間事業者

普通充電設備：３分の２
急速充電設備：２分の１

島根県 大田市 大田市電気自動車等導入
費補助金

電気自動車、プラグインハイブ
リッド自動車の導入

※対象車両：道路運送車両法の
規定により初めて新規登録を受
ける小型自動車若しくは普通自
動車又は初めて新規検査を受け
る軽自動車

・市内に１年以上在住する個人
・市内に事務所や事業所がある法
人又は個人事業者
・市内の個人や法人等に対し、電
気自動車等を貸与するリース事業
者

・１台につき１０万円

電気自動車用充電設備の設置

※市内業者との請負契約により
新たに設置するものに限る

・不特定多数の者が利用できる駐
車場所に、電気自動車用の充電設
備を、新たに設置する事業者及び
個人

・充電設備本体価格及び設置に係
る工事費（消費税及び地方消費
税を除く）に１/ ３を乗じて得た
額（千円未満切捨）
※上限額：急速充電設備５０万
円、普通充電設備１０万円
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岡山県

岡山市

岡山市電気自動車普及促
進事業補助金

・電気自動車・プラグインハイブ
リッドの導入
・電気自動車等用充電設備の設置

・岡山市内に居住し、住所を有す
る個人
・岡山市内に事務所または事業所
を有する法人
・上記の個人若しくは法人に対し、
補助対象車両又は設備を貸与する
リース事業者

・電気自動車・プラグインハイブ
リッドの導入
　10 万円／台
※ただし、車両本体価格から国
等の補助金を控除して得た額が
10 万円未満の場合は、その額
・電気自動車等用充電設備の設置
　機器費及び設置工事費から国
等の補助金を控除した額の 1/3
　上限額：急速充電設備50万円、
普通充電設備 10 万円　　

倉敷市

倉敷市電気自動車等導入
促進補助金

1　電気自動車の購入・リース
2　電気自動車用充電設備設置購
入・リース

1　電気自動車の購入
　ア　申請時点で１年以上継続し
て市内在住の市民
　イ　市内に事務所または事務所
を有する法人もしくは個人事業者
　ウ　アまたはイの者を対象に電
気自動車のリースを行う事業者
2　電気自動車用充電設備の設置
　市内の不特定多数の者が利用で
きる駐車場に電気自動車の充電設
備を新たに設置する市民・法人・
個人事業者。またはこれらの方を
対象に充電設備のリースを行う事
業者

1　電気自動車の購入
・本体購入費　
・電気自動車１台あたり 20 万円
( 購入額が 20 万円未満の場合は
当該購入額 )
2　電気自動車用充電設備の設置
・購入費及び設置工事費の合計額
・補助対象経費に 4 分の 1 を乗
じて得た額 (1000 円未満の端
数は切捨て )。ただし，急速充電
器については上限 30 万円，そ
の他の充電器については上限 10
万円

総社市 電気自動車等購入助成金 電気自動車 市内に居住する個人，又は市内に
主たる事務所を置く法人

100,000 円 /1 台

美咲町
美 咲 町 ク リ ー ン エ ネ ル
ギー自動車導入促進補助
事業

低公害車の導入 個人 振興センターからの補助金の１
／２、上限１０万円

広島県

広島市 広島市低公害バス普及促
進対策費補助金

ＣＮＧバス、優良ハイブリッド
バス、電気自動車バス

一般乗合旅客自動車運送事業者 車両本体価格の 8 分の 1 又は通
常車両価格との差額の 4 分の 1

庄原市

庄原市バス運行対策補助
金（低公害車普及促進対
策 )

優良ハイブリッドバス 交通事業者 国庫補助金額と同額を限度

庄原市バス運行対策補助
金 ( 市運行生活交通路線
車両購入費補助金 )

ノンステップバス 交通事業者 国庫補助金額と同額を限度

山口県 防府市

防府市地球温暖化対策施
設等整備資金利子補給金

山口県地球温暖化対策施設等整
備資金の融資を受けて地球温暖
化対策施設（省エネ改修、燃料
設備の転換、低公害車の導入等）
の整備等を行う中小企業者等に
対し、毎年度、予算の範囲内で
利子補給金を交付する。
※低公害車（電気自動車、ハイ
ブリッド自動車、クリーンディー
ゼル自動車、天然ガス自動車、
メタノール自動車、ＬＰＧ自動
車）

中小企業者等 取扱金融機関に対して支払った
利子（遅延利子を除く。）のうち
年利 1.9 パーセント又は約定利
子の年利率のいずれか低い方の
割合で計算した額。

福岡県

北九州市

北九州市電気自動車等導
入助成事業

○電気自動車、プラグインハイ
ブリッド自動車

市民・市内事業者（これらに貸与
するリース事業者）

○車両導入補助
・補助額　車両導入に有する経費
の一部
　1台あたり車両本体価格の3％

（上限 10 万円）
・ 申 請 期 間　H25.4.1 ～
H26.2.28

福岡市

福岡市次世代自動車普及
促進事業補助金

１）電気自動車の購入
２）充電設備（急速、普通）の
設置

１）個人、法人（リース含む）他
２）駐車場の管理又は保有者

１）1 台あたり車両本体価格の
５％以内、上限 10 万円
２）１基あたり本体及び工事費
の 1/2 以内、上限 20 万円（急
速）、上限１０万円（その他）

福岡市低公害車普及促進
事業費補助制度

低公害車（バス）
※ＣＮＧバス、優良ハイブリッ
ドバス、電気自動車バス、クリー
ンディーゼルバス

バス事業者 通常車両本体価格との差額の
1/4
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佐賀県

佐賀県電気自動車等導入
促進事業補助金

電気自動車・プラグインハイブ
リッド自動車・電動二輪車の導
入・リース

県内に 1 年以上在住している個
人、県内に事務所又は事業所を有
する法人又は個人事業者（レンタ
カー・タクシー事業者含む）、先
にあげた２つに該当する個人又は
事業者にリースするリース事業者

車種ごとに限度額の範囲内で定
額で設定　自動車：100 千円　
原付二輪：35 千円

佐賀県電気自動車等急速
充電設備整備促進事業補
助金

一般社団法人次世代自動車振興ｾ
ﾝﾀｰの「次世代自動車充電インフ
ラ整備促進事業」の「第 1 の事業」
の交付決定を受けた急速充電設
備

佐賀県内において急速充電設備を
設置する者

一般社団法人次世代自動車振興ｾ
ﾝﾀｰの「次世代自動車充電インフ
ラ整備促進事業」の「第 1 の事業」
の交付決定額を 4 分の１した額
とし、上限 250 万円を上限とす
る。

長崎県

長崎県ＥＶ・ＰＨＶタウ
ン推進補助金

（ＥＶ・ＰＨＶ）
①クリーンエネルギー自動車等
導入促進対策費補助金の対象と
なる四輪以上のＥＶ又はＰＨＶ

（急速充電設備）
②クリーンエネルギー自動車等
導入促進対策費補助金の対象と
なる急速充電設備

Ⅰ県内市町
Ⅱ県内に事業所 を有する法人
ⅢⅠⅡにリースするリース会社

①補助対象経費（＊国補助金）
の 1/2 以内
②＊国補助金の 1/2 以内
＊クリーンエネルギー自動車等
導入促進対策費補助金
※①②ともに県内の離島に本社
を置く法人は補助率が 2/3 以内
となる

熊本県

電動バイク普及促進事業
費補助金

県内の事業所及び高校通学生が
電動バイク（新車に限る）をメ
ンテナンスリースによりリース
会社と契約する場合、一定要件
の下、リース会社へ補助し、リー
ス料を補助相当分減額する。

電動バイクを提供するリース事業
者

高校通学用リース
補助率：95%　上限 439 千円
事業用リース
補助率：50%　上限 135 千円

大分県 大分市

大分市環境にやさしい自
動車導入推進事業

電気自動車（４輪以上のものに
限る）の購入・リース

・電気自動車を新規登録した時点
で本市に１年以上居住している個
人。
・市税を滞納していない者。
・暴力団関係者でないこと。

1 台 20 万円／人
※平成２５年７月２５日に予算
額（５０台分）に達したため、
終了しました。

鹿児島県

鹿児島県屋久島電気自動
車普及促進支援事業補助
金

電気自動車の導入・リース
(1) 四輪以上の電気自動車で，搭
載する電池がリチウムイオン電
池であること。
(2) 初度登録前のものであるこ
と。
(3) 自動車検査証に記載される所
有者又は使用者の氏名若しくは
名称が補助事業者であること。
(4) 屋久島内に使用の本拠を設定
し，屋久島でのみ使用するもの
であること。
(5) リース事業者にあっては，県
からの補助金相当額分を反映し
た貸与料金の設定がなされてい
ること。

(1) 屋久島に居住している個人
(2) 屋久島に事業所を有している
法人及び個人事業者
(3)(1),(2) に該当する者に電気自
動車を貸与するリース事業者

( 電気自動車車両本体価格－同
種・同格の一般のガソリン内燃
機関自動車本体価格 ) ×１／２
以内

（上限額 100 万円 / 台）

屋久島電気自動車用充電
設備普及促進支援事業補
助金

電気自動車用充電設備の導入・
リース
(1) 新品であること。
(2) 屋久島に設置するものである
こと。
(3) リース事業者にあっては，県
からの補助金相当額分を反映し
た貸与料金の設定がなされてい
ること。

(1) 屋久島に居住している個人
(2) 屋久島に事業所を有している
法人及び個人事業者
(3)(1),(2) に該当する者に電気自
動車用充電設備を貸与するリース
事業者

(1) ビジョンに示された要件を満
たし，かつ公共性を有する充電
設備の設置の場合
充電設備機器費の３分の１以内
(2) 上記以外の充電設備の設置の
場合
充電設備機器費の２分の１以内
(3)(1),(2) いずれの場合も上限
額は，１基当たり 150 千円
ただし，給電機能を有するもの
は，１基当たり 300 千円

鹿児島県 鹿児島市

電気自動車普及促進事業
補助金

乗車定員４人以上の電気自動車
（新車に限る）

・補助金交付申請日及び交付日に
鹿児島市内に住所を有し居住して
いる個人か事業所を有する法人
・市税の滞納がない個人か法人
・自ら使用する目的で購入し、使
用の本拠を市内に置く法人

電気自動車 1 台につき 15 万円
※一個人または法人につき、一
年度に 1 台の補助

環境対応車普及促進対策
補助金

天然ガストラック、ハイブリッ
ドトラック（新車に限る）

・申請日、車両登録日、補助金交
付日に鹿児島市内に事業所を有す
る法人又は個人事業主
・市税の滞納がない法人又は個人
事業主
・自ら使用する目的で購入し、使
用の本拠を市内に置く法人又は個
人事業主

環境対応車 1 台につき 10 万円
※一事業者につき、一年度に 5
台を限度
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都道府県・
市区町村名 補助制度の名称 補助対象（車両・燃料供給施設等） 補助対象者 補助率・補助限度額等

鹿児島県

薩摩川内市

地球にやさしい環境整備
事業補助金

クリーンエネルギー自動車等導
入促進対策費補助金に応募し、
採択事業者から補助金の交付確
定通知書を受領したもので、乗
車定員４人以上である初年度登
録した電気自動車およびプラグ
インハイブリッド自動車

薩摩川内市に住所を有する方 国の補助額の 1/3 の額 (1,000
円未満切捨て ) で、上限額 30
万円。

霧島市

霧島市低公害車導入費補
助金

一般社団法人次世代自動車振興
センターのクリーンエネルギー
自動車等導入促進対策費補助金
交付規程により補助を受けて購
入した電気自動車・プラグイン
ハイブリッド自動車で、使用の
本拠の位置が当市内にあること。

本市に住所を有する個人、法人等
で本市に住所を有する者 ( 住所を
有することになった日から 1 年
以上住民であること )

採択事業者が実施する低公害車
導入費補助金の額が 10 万円以
上 100 万円未満のときは 10 万
円とし、100 万円を超えるとき
はその額の 10 分の１に相当す
る額（1,000 円未満の端数があ
るときは、これを切り捨てた額。
ただし、限度額を 40 万円とす
る）。
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